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起爆剤は「おもしろがろう」
空き家・空き地・休耕地・路地etc、
八尾市のスキマを楽しむ不動産会社。
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八尾市のスキマを楽しむ不動産会社。

株式会社SORASIA 八尾市

出身地が八尾市という新井千春代表取締役。行政や同年代の仲間たちと
八尾市を盛り上げようと、空き家や古民家の活用などをしながら様々な活
動に取り組まれています。今回は起業時のお話や、不動産に関わることに
なったきっかけ、現在の活動などについてお話を伺いました。

VOL .12

初めての起業は18歳。

　八尾市で生まれ育ったという新井氏。田んぼでカブトエ
ビをとったり公園で泥だらけになったりしながら、毎日必
死に遊んでいるお子さんだったそうです。「『暗くなる前に
帰っておいでやー』と言われるような、じっとしていられな
い子どもでした。気になったらまずは行動！ というのは今
も昔も変わっていないと思います。行動を起こす基準は、お
もしろがれるかどうか。たくさんのお金を儲けることが第
一の目的ではなく、みんなが無理なく継続してやってい
けることに重きをおいています」と語ってくださいました。
　バスケットボールやサッカーなどに打ち込み、活発な学
生時代を過ごしたのち、初めて起業されたのはなんと18歳
の時。「この時は不動産会社ではなく、海外で作った製品を
輸入して販売する会社をやっていました。そして、会社を経
営しながら飲食やアパレルのお店でアルバイトもしていた
んです。衣食住すべてに関わりたかったのですが、住を担う
不動産だけはアルバイトとなるとなかなか難しい・・・。とい
うことで、25歳から１年間はFC加盟店の不動産会社に入っ
て働きました。そこを辞めたあとは大阪で地場の業者さんに
お世話になりました。売買から管理まで幅広く教えていただ
きましたね」とのこと。その後、2016年に株式会社SORASIA

を立ち上げて、本格的に不動産業界で活躍されていくこと
になります。

廃校になった
小学校の活用に参画。

不動産会社だからこそできる、
地域の活性化。

街にあいさつや笑顔を増やしたいです。

　活動の幅を広げていくと、街づくり協議会や行政から空
き家や古民家を活用した地域活性化の相談が持ち込まれ
るようになったとのこと。
　「最初に取り組んだのは、恩智にある『茶吉庵』という約
500坪、築250年の古民家プロジェクトです。19代目のオー
ナー様から、次世代に紡いでいける方法の相談を受けたん
です。そこで、建物に収益性をもたせることとDIYを提案し、
今はカフェやギャラリー、キッチンスペースなどの複合施設
として生まれ変わりました。普通にやるとかなりのコストが
かかってしまうため、建築系の学部に通う大学生の協力を
得て、DIYを実施。コスト面も工夫しながら成功させたプロ
ジェクトとなりました。また、環境省と一緒に、廃校となった
北高安小学校の校舎を活用した取り組みも行っています。
八尾市内でも高安は里山が残されたエリア。歴史ある廃校
をプラットフォームとし、地元の方に改めて地域の魅力を
知っていただく機会につながればと考えています。その取り
組みの先に外部の方から魅力的な地域と認識され、移住
にもつながればうれしいです。まずは地域の方が楽しみ、
誇りをもつということが大切だと思います。毎月第三日曜
日に開校日としてマルシェを開催しています。八尾は『ニッ
ポンバラタナゴ』の府内唯一の生息地としても有名ですが、
ニッポンバラタナゴは、『環境省レッドリスト2020絶滅危惧
ⅠA類』に指定されています。また、以前は河内もめんの一
大生産地でもあったそうです。今は、これに代わって歯ブラ
シの生産地として日本一のシェア率を誇っているんですよ」。

　今後の抱負を伺うと「無駄に大きくなろうとしないこと。
ピュアに取り組める状態を保ちながら質的な進化を積み
重ねていき、街にあいさつを増やしたいですね。人と人のつ
ながりは大切です。顔の見える人たちと近所を豊かにして、
みんなが笑顔でいて欲しいですね。私自身は、好きな街で
好きなことをして、色々な物件をたしなんでいけたらと思っ
ています。それを見た人たちが『不動産屋さんっておもしろ
そうやなー』って感じてくれたらうれしいですね」と笑顔で
語ってくださいました。

■ 会社DATA
株式会社SORASIA
代表　新井　千春
八尾市萱振町3-118-4-102
事業内容：不動産業、建築、工務店、
家具・什器制作、情報発信
http://www.sorasia.jp/

「何かやりたい、問題をどういう風
に解決すればいいのか分からな
いという人が多い中、建物、場所
の提供、空間、人との関係性を顕
在化できるというのが不動産 会
社として一番大きなポイントだと
思います。今後は『こういう不動
産会社もあるんだ』ということを
広く知っていただきたいです。そ
して、これまで私の力では扱えな
かった物件の解決策を教えてい
ただくなどして、もっと協会の会
員の方々と接していけたらいいな
と思っています」と新井代表。

「八尾廃校SATODUKURI BASE」でのイベントの様子。

　不動産会社を立ち上げる前から、空き家や古民家に自ら
手を入れてシェアハウスを運営されていたという新井氏。建
物の活用に関わることになったのは、日本の「スクラップア
ンドビルド」の文化に疑問をもったことや、建築物が好きと
いうのがきっかけ。また、再開発のように街を一新するので
はなく、古くから地域の風景となっている建物を活用し、コ
ンテンツを生んで残しておきたいという思いもあったそうで
す。そのような中、同じようなことを事業としてやっている不
動産会社の方 と々出会い、ご自身がやっている空き家や古民
家活用という取り組みは、社会性があって、エリア価値の向上
にもつながることに気付かれたとのことです。
　もともと八尾市で活動したいという強い思いはなかった
新井氏でしたが、他のエリアで活動することで生まれ育った
八尾市を俯瞰して見られるようになったのだそうです。「八
尾の地域活動が見えてこなくて、自分の出身地が何だかつ
まらなそうに感じてしまったんです。そこで、八尾に戻って
見つめ直したいと思いました」と、八尾市を活動の中心エ
リアとされた理由を明かしてくださいました。

空き家や古民家の活用という取り組みは、
エリアの価値向上に。

　「ほかにも、寺院が所有する借家を古道具屋や寺子屋
(塾)、古着屋、飲食店などに活用する予定があったり(2023
年1月始動)、築100年の長屋を改装した飲食店rippleを自
社で経営したりしています。古い建物に価値がないと考え
ているオーナーさんに対し、街の景観を大きく変えず人の
流れを変えることを可視化したいという思いがありました。
現役看護師とkotonaというユニットの中で「jikka」という
地域に開かれた居場所作りもしています。
　異業種と協力して空き家や廃校などの活用事業を進め
ていますが、『こんなことをしたい！』と理想は話し合えて
も、実現のために、不動産会社としての職能で解決できるこ

とも多いと思っています。例えば、地権者との調整などは不
動産会社しかできません。リフォームやリノベーションをす
るにしても重要な役割を果たせると思っています」。
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見つめ直したいと思いました」と、八尾市を活動の中心エ
リアとされた理由を明かしてくださいました。

空き家や古民家の活用という取り組みは、
エリアの価値向上に。

　「ほかにも、寺院が所有する借家を古道具屋や寺子屋
(塾)、古着屋、飲食店などに活用する予定があったり(2023
年1月始動)、築100年の長屋を改装した飲食店rippleを自
社で経営したりしています。古い建物に価値がないと考え
ているオーナーさんに対し、街の景観を大きく変えず人の
流れを変えることを可視化したいという思いがありました。
現役看護師とkotonaというユニットの中で「jikka」という
地域に開かれた居場所作りもしています。
　異業種と協力して空き家や廃校などの活用事業を進め
ていますが、『こんなことをしたい！』と理想は話し合えて
も、実現のために、不動産会社としての職能で解決できるこ

とも多いと思っています。例えば、地権者との調整などは不
動産会社しかできません。リフォームやリノベーションをす
るにしても重要な役割を果たせると思っています」。
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   information

年末年始の当協会における各業務の取り扱いは次のとおりです。
あらかじめご了承ください。

◆本部事務局
12月28日（水）～１月４日（水）まで業務を休止いたします。

◆不動産無料相談所
12月19日（月）から１月13日（金）まで休館いたします。

◆レインズ
12月28日（水）から１月３日（火）まで休止します。

事 務 局 か ら の お 知 ら せ

1-2 …  特集　今月の活躍会員のご紹介

3 …  information

4 …  第５回理事会・幹事会合同会議　報告

4 …  会員権停止

5-9 … 業界の「いま」を知る　
大阪宅建☆ハイライト

10 … 不動産流通関連サイトのお知らせ

11-14 … 不動産取引Q&A
～たくっちの実務ノート～

14 … 会員業者限定
弁護士による無料法律相談

15 … 名探偵たくっちVol.38　
～カナ詰めクロスの謎～

16 …（取引士センター）講演録出版のご案内

裏表紙 … TAKTAS.キャンペーンのご案内
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第５回理事会・幹事会合同会議　報告　　　
【会議】
（一社）大阪府宅地建物取引業協会・
（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
第５回理事会・幹事会合同会議

【日時／形式】
11月29日（火）15時30分～
大阪府宅建会館２階会議室並びにWeb会議「Zoom」

【審議事項】
◆定款施行規則の一部改正に関する件
　原案どおり承認
◆会員処分に関する件
　原案どおり承認

【報告事項】
◇新入会員承認
◇廃業等による会員資格喪失者

◇行政処分（免許取消）による会員資格喪失者
◇令和４年度中間決算報告
◇宅建協会・令和５年度事業計画（案）
◇令和５年度支部への業務委託内容・
　業務委託費（案）
◇定款施行規則の一部改正の事前説明
◇定款第22条５に基づく職務執行状況報告
◇各委員会報告
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   業界の「いま」を知る！ 大阪宅建 ☆ ハイライト

2022年度　不動産無料一般相談フェアが開催されたっち2022年度　不動産無料一般相談フェアが開催されたっち

2022年度に開催された各支部の主な不動産無料一般相談フェアは次のとおりです。

９月17日（土）　新大阪支部
淀川区民センター・野中南公園（淀川区）

９月23日（金・祝）　北大阪支部
北大阪支部会議室（茨木市）

９月23日（金・祝）　京阪河内支部
京阪河内不動産会館（寝屋川市）

９月23日（金・祝）　東大阪八尾支部
布施駅前ロータリー（東大阪市）

10月２日（日）　西支部
浪速スポーツセンター（西区）

10月２日（日）　なにわ京阪支部
鶴見緑地（鶴見区）

10月８日（土）　なにわ南支部
長居公園（東住吉区）

10月10日（月・祝）　北摂支部
阪急岡町駅・北摂不動産会館（豊中市）
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10月16日（日）　中央支部
難波宮跡公園（中央区）

10月16日（日）　西支部
千島公園（大正区）

10月16日（日）　なにわ阪南支部
長居公園（東住吉区）

10月16日（日）　堺市支部
堺市不動産会館（堺市）

11月６日（日）　西支部
土佐公園（西区）

11月６日（日）　なにわ京阪支部
大枝公園（守口市）

11月18日（金）　なにわ東支部
うえほんまちハイハイタウン（天王寺区）

11月20日（日）　泉州支部
岸和田カンカンベイサイドモール（岸和田市）

このほか、
10月９日（日）・西支部　八幡屋公園（港区）、
10月10日（月・祝）・なにわ阪南支部　大阪市立工芸高校グランド（阿倍野区）においても開催されました。　
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　11月25日(金)、青鳩会主催物件情報交換会・名刺交換会・懇親会を対面形式
で開催しました。

　第１部のミニセミナーは “ソウルコネクションの
ご提案”と題し、株式会社フォステール　代表取締役　
岸川悦也氏ならびにソウルコネクション株式会社　
代表取締役　伊井田　峰士氏を講師に迎え、不動産
取引の業務に関する改善策や、仲介業者の収益向上
策についてご説明いただき、続いて“地場の不動産仲
介業における景況感調査”と題し、アットホーム株式
会社大阪営業所　所長　青山　尚平氏を講師に迎
え、令和４年４～６月の不動産取引の景況感につい
てご説明いただき、大阪宅建会員及び友好団体から、
合計90名の参加がありました。
　第２部は物件情報交換会が開催され、参加者が持ち寄った物件情報の紹介が行われました。物件情報
交換会が終了した後、別会場にて名刺交換会・懇親会が開催され、参加者同士で名刺交換や取引に関す
る情報交換が活発に行われ、盛況に開催されました。
　また、当日はチャリティー募金も行われ、計42,305円の募金を頂き、集った募金については、後日公
益社団法人家庭養護促進協会に寄付をいたします。
　当日ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

青鳩会主催物件情報交換会・名刺交換会・懇親会を開催しました

　11月17日（木）、令和４年度女性部会GLセミナー
が開催されました。
　３年ぶりに対面形式（オンライン含む）での開催と
なり、女性会員・従業者を中心として74名の参加が
ありました。
　講師として、落語家　三代目　桂春蝶氏を迎え「過
去・歴史を学んで明るく正しい未来へ～桂春蝶　命
の落語シリーズ「ひめゆり学徒隊」創作秘話～」をテ
ーマにご講演いただきました。
　ご自身が実際に現地を訪れ、「ひめゆり学徒隊」に
ついて取材された過去・歴史の事実を緩急のある素晴らしい語り口で講演いただき、参加者の心に残る
ものとなりました。
　また、実父の二代目桂春蝶の生前の話や日常体験について、ユーモアあふれるトークが披露され、会
場は笑いにも包まれていました。

💁女性部会GLセミナーを開催しました

青鳩会主催物件情報交換会・名刺交換会・懇親会を開催しました
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　11月10日（木）、大阪宅建ビジョンに基づく活動の１つ“学生向けの不動産授業”について、近畿大学建
築学部の学生を対象に第３回目となる出張講義を開催し、一回生247名が参加しました。
　「不動産業界の展望と未来の不動産業」（講
師：㈱長谷川・長谷川好伸氏）と「建築業と不動
産業の関係＆自身の仕事を基に実例の紹介」

（講師：㈱エスクリエイト・笹倉太司氏）の２テ
ーマにてご講演いただきました。
　講義の中では、“宅建業者と地域の関わり”と
いったお話とともに“自分の設計図を作図して
欲しい”、“世界に出てあらためて日本を見てほ
しい”など未来の社会人に向けたメッセージも
伝えられ、学生からの質疑にも熱心にご対応いただきました。
　終了後の講義アンケートには「不動産業の幅広い仕事内容を知ることができ、興味が湧いてきた。」「建
築と不動産は密接に関連している。宅建士資格もチャレンジしてみたい。」など、学生たちの今後の活動
のきっかけになったことが感じられる意見が寄せられました。

～近畿大学建築学部～ 不動産出張Web講義を開催

　大阪宅建では、“初めての一人暮らし”や“不動産業界とは？”“不動産業者の地域に
根差した取組み”等、さまざまなテーマ別に不動産出張授業を企画・運営しています。

（対象は小学生から大学生まで）　
　不動産出張授業に関するご依頼・ご相談は、大阪宅建協会 不動産授業部会
　（TEL：06-6943-0621）まで、お気軽にお問い合わせください。
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新入会員（2022年10月度）　
支　部 商　号 氏　名 免許番号

新大阪

㈲マウント企画 山 口 　 隆 志 ①63880

㈱エイトディ― 西 田 　 弘 和 ①63921

リバイブリゾート・システム㈱ 新 庄 　 延 行 ①63938

北

㈱髙義不動産 藤 井 　 翔 平 ①63887

㈱エム・シー・ティー 浅 田 　 晃 司 ①63892

㈱継貢社　 池 上 　 智 哉 ①63903

㈱JR西日本イノベーションズ 奥 野 　 誠 ①63940

中央

㈱よみうりテレビサービス 原 　 俊 一 郎 ①63908

㈱エコ・フォワードジャパン 白 川 　 拓 也 ①63902

GP㈱ 萩 原 　 本 識 ①63941

㈱T&H 髙 嶋 　 寿 輝 ①63866

環境不動産㈱ 兒 玉 　 進 ①63928

西 ㈱TRES 倉 持 　 正 之 ①63960

なにわ南
㈱ウォーターマン 国 本 　 元 美 ①63942

UMIO㈱ 尹 　 海 男 ①63966

なにわ京阪 ㈱enishi 伊 東 　 規 朋 ①63919

なにわ東
㈱イヴホーム 松 浦 　 真 悟 ①63946

灯ポート㈱ 前 田 　 政 哉 ①63879

なにわ阪南
㈱シズラホーム 井 藤 　 征 也 ①63929

伊予ホーム 阪 谷 　 真 也 ①63891

北大阪
㈱荻建設 荻 ノ 迫　 宏 成 ①63934

㈱UKハウス 上 野　 美 智 子 ①63979

京阪河内 ㈱グローイング 河 本 　 善 久 ①63978

東大阪八尾 ㈱MGO 武 知 　 宗 博 ①63983

堺市 北野実業㈱ 北 野 　 美 紀 ①63901

泉州 ㈱R-up 池 田 　 利 佳 ①63945

・2022年10月入会時点の情報です。
・2022年10月末現在の会員数は　正会員8,449名　準Ａ　661名　準Ｂ　5,401名

※最新の会員情報は、大阪宅建Webサイトの会員検索よりご確認ください。
　「商号」もしくは「氏名」により、キーワード検索を行ってください。
　　　　　　　         　　　　        大阪宅建Web会員検索トップページ→
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   不動産流通関連サイトのお知らせ

●「地図情報」の「地図で位置を確認」を設定することで
「ハトサポBB」にて物件登録を行う際に「所在地・沿線」のカテゴリ―にある
「地図情報」の「地図で位置を確認」をクリックし地図上の表示位置を選択していただくこと
で近隣の施設情報との連動やハトマークサイト上の「地図から検索」にて対象物件が表示さ
れるようになります。

「ハトサポＢＢ」の利用に伴うワンポイントメモ「ハトサポＢＢ」の利用に伴うワンポイントメモ

　「ハトサポ」「ハトサポＢＢ」「ハトサポサイン」のご利用は協会サイト会員ページよりご利用
いただけます。

ここが
ポイント！
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   不動産取引Q＆A　～ たくっちの実務ノート ～

小規模事務所の原状回復費用負担特約の妥当性。

居住用賃貸マンションの一室を事務所として使用していた賃借人が退去したが、
原状回復費用負担を特約していたにもかかわらず、賃借人は、費用負担する義務は
ないと主張している。

Question

事　実　関　係
　当社は、賃貸の媒介業者である。４年前に賃貸マンションの１室を事務所使用目的の賃貸借契
約の媒介をした。このマンションは、築後20年を経た５階建で、１階は店舗であり、２階以上は
居住用のマンションである。賃借人は近隣に数店舗ある飲食関係の法人で、賃借物件には代表者
１名と従業員２名で経理等の事務作業を行っていた。室内は特に造作することもなく、設置した
のはパソコンを置いた机３台と、来客用の応接セットのみであった。賃借人は、事業拡大のため
に事務所を他に移転することになり、契約を解除して退去することになった。賃貸人は、賃借人
の退去にあたり、賃借人の原状回復費用負担があるため、その費用を敷金から充当するので、敷
金の返還額はない旨を通知した。賃貸借契約書には、事業用賃貸借契約書に通常記載がある「賃借
人が退去するときは、賃借人は、造作の撤去、クロス及び床の張替えをして返還しなければなら
ない」旨の原状回復特約が約定されている。
　賃借人は、賃借していた部屋は居住用の約30㎡強のワンルームマンションであり、契約書に原
状回復特約があっても、賃借人の故意過失による室内の毀損をしておらず、自然損耗等の経年劣
化の費用については賃料に含まれており、その費用負担は賃貸人であり、賃借人は費用負担する
義務はないと主張し、敷金の返還を求めている。

賃借人が、事業用途目的で賃借したときは、約定に従い、原状回復費用を
負担しなければならないのか。
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Answer

理　由　と　解　説

1．結　論
　質問について ― 賃借人が、法人か個人かにかかわらず、事業用途目的で小規模の居住用
物件を賃借し、契約書に賃借人の原状回復義務の記載があっても、国土交通省公表の原状回
復ガイドラインを適用して賃借人は費用を負担しない場合がある。

　事務所や店舗等の事業用賃貸借契約では、賃借人
は、特約に従い、退去時に原状回復義務を負ってい
るのが通常であるが、その原状回復の内容は、ビル
の規模や築年数、入居者の業種等によって千差万別
である。原状回復義務は負わない場合や居抜き等で
退去時の状態で返還することもあるが、造作等の撤
去、クロス、天井や床の張替え、室内クリーニング
等を課したり、その組み合わせもある。契約時は、
スケルトンの状態で賃貸借し、退去時にはスケルト
ンに戻す約定も多い。賃借人の使用方法はさまざま
であり、スケルトン状態のほうが、設備や造作を自
由に設置できるメリットがあり、賃借人が退去時に
スケルトン状態に戻すことによって、賃貸人にとっ
ては次の賃借人が設備・造作等を自由にできること
から業種等を問わずに募集できるメリットがある。
事業用途物件の賃貸人及び賃借人はともに事業者で
あり、消費者契約法は適用されず、原状回復特約を
自由に約定することが可能である。
　裁判例でも、「オフィスビルの賃貸借においては、
次の賃借人に賃貸する必要から契約終了に際し、賃
借人に賃貸物件のクロスや床板、照明器具などを取
り替え、場合によっては天井を塗り替えることまで
の原状回復義務を課する旨の特約が多い」とし、事業
用途の賃貸借では、賃借人の保護を必要とする民間
居住用賃貸住宅とは異なり、「市場性原理と経済的合
理性の支配するオフィスビルの賃貸借では、賃借人
の建物の使用方法によっても異なり得る原状回復費
用を、あらかじめ賃料に含めて徴収する方法をとら
ずに賃借人が退去する際に賃借人に負担させる旨の

特約を定めることは、経済的にも合理性がある」とオ
フィスビルの賃貸借契約においては、賃借人の原状
回復特約の必要性について肯定している（東京高裁平
成12年12月27日判決）。
　しかしながら、この裁判例を引用しつつも、相談
ケースのような小規模の居住用物件を事務所に使用
する場合の原状回復に関し、「本件賃貸借契約はその
実態において居住用の賃貸借契約と変わらず、これ
をオフィスビルの賃貸借契約とみることは相当でな
く、原状回復特約をそのまま適用することは相当で
はないというべきである。すなわち、本件賃貸借契
約はそれを居住用マンションの賃貸借契約と捉えて、
原状回復費用は、いわゆるガイドラインにそって算
定すればよい」とした裁判例がある（【参照判例①】参
照）。
　また、事業用途の賃貸借契約で原状回復の内容を

「借主の特別な使用方法に伴う変更・毀損・故障・損
耗を修復し、貸室を原状に回復」する旨定めた事案の
裁判例で、「通常の使用をした場合の経年劣化に基づ
く損耗は原状回復義務に含まれないと定めたものと
解され、これと同様の解釈に基づいて定められてい
る本件ガイドラインの内容自体は、本件賃貸借契約
についても妥当するものである」と原状回復ガイドラ
インを適用するとしたものがある（【参照判例②】参
照）。事務所使用のすべての賃貸借契約にガイドライ
ンが適用になるわけではないが、使用実態が居住用
賃貸借契約と変わらないと判断されれば、賃借人の
原状回復義務はガイドラインに沿うことがあるとし
たものである。
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○民法第599条（借主による収去等）

  ①借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属さ

せた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要す

る物については、この限りでない。

  ②借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。

  ③ 　（略）

○同法第622条（使用貸借の規定の準用）

　第597条第１項、第599条第１項及び第２項並びに第600条の規定は、賃貸借について準用する。

参 照 条 文

　最近は、働き方改革や中高年齢者が活動する場所
として、SOHO（注１）に代表されるような小規模の
事業用途の賃貸借が増加している。分譲マンション
の場合は、事務所の使用を禁止していることが多く、
賃貸借はできないが、媒介業者は、１棟賃貸マンシ
ョンの面積が小規模である物件の賃貸借の媒介をす

るときは、賃借人の原状回復義務がガイドラインに
従う場合があることを留意しておくべきあろう。

　（注１）SOHO（Small Offi  ce Home Offi  ce の略
　　　　 語）＝小規模オフィスや自宅で仕事を行う
　　　　 こと、または、その場所や物件。　

参 照 判 例 ①
○東京簡裁平成17年８月26日（要旨）
　賃貸人が、参考として挙げる前記判例（東京高裁平成12年12月27日判決）は、本件と同様の原状回復特約「本契約が終
了するときは、賃借人は賃貸借期間が終了するまでに、造作その他を本契約締結時の原状に回復しなければならない。」
の必要性について、一般に、オフィスビルの賃貸借においては、次の賃借人に賃貸する必要から契約終了に際し、賃借
人に賃貸物件のクロスや床板、照明器具などを取り替え、場合によっては天井を塗り替えることまでの原状回復義務を
課する旨の特約が多いということを認定したうえ、賃借人の保護を必要とする民間居住用賃貸住宅とは異なり、市場性
原理と経済的合理性の支配するオフィスビルの賃貸借では、このように、賃借人の建物の使用方法によっても異なり得
る原状回復費用を、あらかじめ賃料に含めて徴収する方法をとらずに賃借人が退去する際に賃借人に負担させる旨の特
約を定めることは、経済的にも合理性があると説明する。当該裁判所もオフィスビルの賃貸借契約においては、このよ
うな原状回復特約の必要性についてはそれを肯定するものである。
　前記判例における賃貸物件は保証金〇〇〇〇万円という典型的オフィスビルであり、しかも新築物件である。それに
比して、本件物件は、使用は居住用の小規模マンション（賃貸面積34.64平方メートル）であり、築年数も20年弱という
中古物件である。また、賃料は〇〇万円、敷金は〇〇万円であって、事務所として利用するために本件物件に設置した
物は、コピー機及びパソコンであり、事務員も２人ということである。このように本件賃貸借契約はその実態において
居住用の賃貸借契約と変わらず、これをオフィスビルの賃貸借契約とみることは相当でない。
　本賃貸借契約は、その実態において居住用の賃貸借契約と変わらないのであるから、オフィスビルの賃貸借契約を前
提にした前記特約をそのまま適用することは相当ではないというべきである。すなわち、本件賃貸借契約はそれを居住
用マンションの賃貸借契約と捉えて、原状回復費用は、いわゆるガイドライン（注２）にそって算定し、敷金は、その算
定された金額と相殺されるべきである。
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監 修 者 の コ メ ン ト

2210-R-0255　掲載日：2022年10月　公益財団法人不動産流通推進センター「不動産相談」より引用 
 ※参照条文は当時のものです。

参 照 判 例 ②
○東京地裁平成25年３月28日　ウエストロー・ジャパン（要旨）
　賃貸人は、本件ガイドライン（注）は本件賃貸借契約（事業用賃貸借契約）には適用されない旨主張し、同旨の裁判例（東
京高裁平成12年12月27日判決）が存在する旨指摘する。しかしながら、同裁判例は、賃貸借契約書に「本契約締結時の
原状に回復しなければならない」と明記されていた事案についてのものであり、本件と事案を異にする。本件ガイドライ
ンは、民間賃貸住宅の賃貸借契約を念頭に置いたものであるが、本件賃貸借契約における原状回復の内容として「借主の
特別な使用方法に伴う変更・毀損・故障・損耗を修復し、貸室を原状に回復」する旨定めていることからすると、通常の
使用をした場合の経年劣化に基づく損耗は原状回復義務に含まれないと定めたものと解され、これと同様の解釈に基づ
いて定められている本件ガイドラインの内容自体は、本件賃貸借契約についても妥当するものであると認められる。
　（注２）ガイドライン＝国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』及び東京都『賃貸住宅トラブル防止ガイ
　　　　ドライン』

　本相談ケースにおける結論と理由づけは、もちろんそのとおりであるが、国土交通省策定の「原
状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、同ガイドラインが自ら述べているように、あくま
でガイドラインであって、それと異なる特約が無効であるというような解釈を導くもの、すな
わち特約の有効・無効の基準となるような性格のものではないことに留意されたい。ガイドラ
インの内容は、賃貸人・賃借人間の公平の観点からみても、極めて妥当なものであるので、こ
れに準拠するのが理想であるが、法的な拘束力のあるものではない。
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名探偵たく
っちV

ol.38

名探偵探偵探 たくっ
ちVoVoV l

.338 プレゼントをリニューアル！

プレゼント
正解者の中から抽選で2名様に、「JCBギフトカード5，000円分」をプレゼントします。パズル
の解答・会社名・氏名・郵便番号・住所・電話番号を明記のうえＦＡＸまたはWebフォームで
右記宛先までご応募ください。

〒

氏　　名

住　　所

電話番号

会 社 名

Webフォームはこちら

解答

Q.

前回の答え

リニューアルリニューアルリニューアル！！！！！
JCB

ギフトカードを
2名に進呈

リストの文字を空きマスにあてはめて、言葉を完成させてください。
最後に、Ａ～Ｄの文字をつなげてできる言葉は何でしょう？

（一社）大阪府宅地建物取引業協会「名探偵たくっち」係
ＦＡＸ：06-6809-4462
Webフォーム：https://forms.gle/ss3yAe8JZo9wjKrUA
2023年１月20日（金）23:59受付分まで有効とし、商品の
発送をもって当選者の発表とさせていただきます。
ご記入いただいた個人情報は商品発送のために使用いた
します。

リスト
ワ C D ズ
ナコモ

イカキククヤ リゴ
クスチトトセ ゾ ミ
ナホヤラト イ

イB A モ

Ａ B C D Ａ Ｂ
行 楽

　令和５年４月15日（土）大阪府下15支部青鳩会合同で献血活動を実施する予定です。会場は府内の
主要駅や大規模施設などを予定しております。
　献血をしていただける方は、前回の献血より男性12週間・女性16週間後の同じ曜日から献血して
いないこと（400mlの場合）等のルールがございますので、大阪宅建として一人でも多くの方にご協
力をいただくため、今回事前周知をしております。みなさまのご協力をお願いいたします。

献血基準　https://www.jrc.or.jp/donation/about/terms/

※社会情勢により中止となる場合がございますので、ご了承ください。

青鳩会では来年４月に献血活動を予定しております！
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○購入希望の方は、下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX してください。（（当当セセンンタターーウウェェブブササイイトトののＷＷｅｅｂｂ申申込込みみペペーー

ジジ（（hhttttppss::////wwwwww..oottcc..oorr..jjpp//ppaaggeess//bbooookk//iinnddeexx..hhttmmll））かかららもも、、おお申申込込みみいいたただだけけまますす。。））  

講講  演演  録録  購購  入入  申申  込込  書書      ◇申申込込日日：：    年年    月月    日日  

 ((一一財財))大大阪阪府府宅宅地地建建物物取取引引士士セセンンタターー  行行          FFAAXX：：0066‐‐66994444‐‐00226677（（TTEELL：：0066‐‐66994400‐‐00664411））   

 

注 
 

文 
 

部 
 

数 

不動産取引に関する最近の税制改正のポイントとケーススタディ R04 年 11 月発刊 冊  

 宅建業者が知っておきたい生産緑地 2022 年問題 
－制度の基本から解除に向けたコンサル業務について－ 

R04 年 09 月発刊 冊  

 ここを押さえたい宅建業務シリーズ 
－紛争類型と事案分析（１）媒介報酬－ 

R04 年 04 月発刊 冊  

 宅建業者が注意すべき消費税のポイント 
－仕入税額控除とインボイス制度を中心に－ 

R03 年 12 月発刊 冊  

 民法（物権法等）・不動産登記法改正の動向 
（所有者不明土地の利活用の円滑化等について 宅建業者の立場から） 

R03 年 05 月発刊 冊  

 民法改正リレー講義 第３回：債権法改正総まとめ 
－不動産取引での重要ポイントを中心に－ 

R02 年 11 月発刊 冊  

 民法相続編改正 
－配偶者居住権の創設と相続税評価を中心に－ 

R02 年 02 月発刊 冊  

 不動産取引に関する最新の裁判例 第２弾 R01 年 09 月発刊 冊  

 不動産取引の流れにおける実例と留意点－第６回：決済－ R01 年 07 月発刊 冊  

 合計部数 冊 合計金額 
(1 冊 500 円) 

円  

 お 名 前   

 ご 住 所 〒  

 日中連絡先  Ｆ Ａ Ｘ   

 

・購入希望の方は上記必要事項をご記入のうえ当センター宛に FAX 送信してください。 

・お申込みの際にご連絡いただいた個人情報は、出版物の販売以外の目的で使用することはありません。 

・書籍と振込用紙を同封しますので、到着後、１０日以内にお振込みください。（手数料はご負担ください。） 

※送料は当センターで負担いたします。 

 

 

講演会の講義内容を収録した「講演録」販売のご案内 

定定価価各各 550000 円円((税税込込))  

各各 AA44 ササイイズズ 
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起爆剤は「おもしろがろう」
空き家・空き地・休耕地・路地etc、
八尾市のスキマを楽しむ不動産会社。

起爆剤は「おもしろがろう」
空き家・空き地・休耕地・路地etc、
八尾市のスキマを楽しむ不動産会社。
✋不動産無料一般相談フェアを開催
✋不動産取引Q＆A
✋ハトサポBBのワンポイントメモ

特集特集


